
 

 

令 和 ６ 年 度 版  

 

知 立 市 議 会 要 覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知  立  市  議  会  事  務  局  

（令和６年４月１日作成）  

 

 

-1-



目 次 

市の概要  

市の概要……………………………………………………………………………  ３  

人口と世帯数の推移………………………………………………………………  ６  

会計別予算総括表…………………………………………………………………   ７  

一般会計予算款別一覧表…………………………………………………………  ８  

一般会計性質別決算額比較表……………………………………………………  ９  

主要な財政指標等…………………………………………………………………１０  

一般会計税目別市税決算額前年度比較表………………………………………１２  

議会  

構成、定数・任期、党派・会派別議員数………………………………………１３  

年齢別議員数、当選回数別議員数、議会開催数………………………………１４  

付議事件の内訳及び審議結果……………………………………………………１５  

請願・陳情の処理状況、委員会等の開催状況…………………………………１６  

議会運営……………………………………………………………………………１７  

議員報酬等の状況、議員研修旅費等、政務活動費、議会事務局……………１８  

知立市議会  議会改革のあゆみ…………………………………………………１９  

 

-2-



市 の 名 の 由 来       

 日本武尊（やまとたけるのみこと）東征の帰途、国事平定を喜び祠を造営し、

従者  伊知里生命（いちりゅうのみこと）を祠宮とし伊知里生祠としました。      

その後、いつとはなく伊の文字が省かれ知里生（ちりゅう）となり、これが

地名となったと伝えられ、元明天皇の和銅６年二字名が採用され、「知立」と

なりました。また、平安末期三河より宮中に鯉鮒（こいふな）を献上したこと

から、地名も知鯉鮒（ちりふ）と用いられたこともあり、なかでも江戸時代は、

東海道五拾三次の宿駅「池鯉鮒（ちりふ）」として名を知られたところであり

ます (諸説あります。 )。  

 

沿  革        

 明治４年の廃藩置県当時、知立は９か村でしたが、以後廃置分合の末、明治

３９年に知立町に上重原村、永崎村の一部、牛橋村が合併して現在の市域とな

りました。当時は碧海郡役所や警察が置かれ、この地方の行政の中心として栄

えました。  

 大正時代に入ると、国道１号線の改修工事や三河鉄道・愛知電鉄（現名鉄線）

の開通などにより、西三河では岡崎に次ぐ経済・文化の中心地となりました。

昭和４２年日本住宅公団知立団地の完成に伴い、人口の急速な増加とともに都

市化が進み、昭和４５年１２月に市制を施行。  

現在も交通の要衝地として発展を続けています。  

 

市 章 の 制 定  

 昭 和 ３ ２ 年 １ ０ 月 、 愛 知 教 育 大 学 教 授 大 野 元 三 氏 の 考 案 に よ る

も の で 、古 く か ら 交 通 の 要 衝 と し て 東 西 南 北 に 通 じ た 知 立 市 の 発

展 的 な 土 地 柄 を テ ー マ と し て 、伊 勢 物 語 で 有 名 な 八 橋 か き つ ば た

の 花 を 図 案 化 し た も の で す 。  
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市の大きさ  

〇  面積／１６．３１ｋ㎡  

〇  東西最長／５．８ｋｍ  

〇  南北最長／４．６ｋｍ  

 

 

 愛知県のほぼ中央部に位置しています。主要な国道、県道をはじめ名鉄名古

屋本線、三河線が交差し、交通の要衝となっています。  

 ＪＲ東海道新幹線名古屋駅より名鉄特急に乗り換え、知立駅まで約２０分で

す。車では伊勢湾岸自動車道豊田南ＩＣから約１５分です。  

 

友好都市  

 長野県伊那市  平成  ６年１１月７日調印  

 

姉妹都市  

 ウインダム市（オーストラリアビクトリア州）平成１２年２月１０日調印  

 

災害時相互応援協定  

長野県伊那市  平成  ７年 ５月１５日調印  

福井県鯖江市  平成２５年  １月３１日調印  

富山県魚津市  平成２５年  ２月  ７日調印  

岐阜県下呂市  平成２５年１１月２０日調印  

石川県能美市  平成２６年  １月３０日調印  

滋賀県栗東市  平成２６年  ２月  ４日調印  
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生 涯 学 習 都 市 宣 言    平成１３年  ２月１７日制定  

平 和 都 市 宣 言    平成２２年  ６月１８日制定  

人権尊重のまち宣言    令和  ４年  ９月３０日制定  

 

市 の 木 「 け や き 」   

亭々とそびえる雄々しさからは、他の樹木を

圧倒する気迫が感じられ、知立市の発展を象徴

するものです。  

昭和４８年８月に市民からの公募によって決

められました。  

  

市 の 花 「 か き つ ば た 」  

「伊勢物語」の中で平安の歌人“在原業平”

が三河八橋において詠んだゆかりの花。  

昭和４８年８月に市民からの公募によって決

められました。  

 

 

 

 

知 立 市 民 の 誓 い        

  かきつばたの花、街道の松並木。歴史と伝統にはぐくまれた、明るく住みよ

い知立市の発展をめざし、ここに、わたくしたちは市民の誓いを定めます。  

１ 交通道徳を守り、安全なまちをつくります。  

１ 健全な環境をつくり、若い力を育てます。  

１ 感謝の心をもち、明るい家庭をつくります。  

１ 公共物を大切にし、美しいまちをつくります。  

１ 教養を高め、文化の向上につとめます。              

-5-



      区分

 年次

昭和４５年 10,560 40,678 20,541 20,137 － 3.9
（市制施行）

　　５０年 13,862 47,183 24,014 23,169 6,505 3.4

　　５５年 14,931 49,305 25,012 24,293 2,122 3.3

　　６０年 15,303 50,280 25,564 24,716 975 3.3

平成　２年 17,102 52,929 27,121 25,808 2,649 3.1

 　 　７年 20,403 58,289 30,000 28,289 5,360 2.9

 　 　１２年 22,984 62,235 32,087 30,148 3,946 2.7

 　　 １３年 23,453 63,061 32,523 30,538 826 2.7

 　　 １４年 24,025 63,748 32,850 30,898 687 2.7

 　 　１５年 24,556 64,311 33,127 31,184 563 2.6

 　　 １６年 25,181 64,964 33,487 31,477 653 2.6

 　　 １７年 26,097 66,493 34,263 32,230 1,529 2.5

 　 　１８年 26,808 67,481 34,927 32,554 988 2.5

 　 　１９年 27,470 68,413 35,560 32,853 932 2.5

 　　 ２０年 28,341 69,429 36,281 33,148 1,016 2.4

 　 　２１年 28,341 69,952 36,662 33,920 523 2.4

 　 　２２年 28,675 69,455 36,403 33,052 △497 2.4

 　 　２３年 29,060 69,596 36,435 33,161 141 2.4

 　 　２４年 29,624 70,442 36,867 33,575 846 2.4

 　 　２５年 29,976 70,710 37,039 33,671 268 2.4

 　 　２６年 30,138 70,723 37,050 33,673 13 2.3

 　 　２７年 30,223 70,555 36,984 33,571 △168 2.3

  　　２８年 30,694 71,010 37,317 33,693 455 2.3

　　２９年 31,167 71,323 37,529 33,794 313 2.3

　　３０年 31,781 71,823 37,924 33,899 500 2.3

　　３１年 32,364 72,459 38,424 34,035 636 2.2

令和　２年 32,467 72,363 38,288 34,075 △96 2.2

　　　３年 32,632 72,322 38,161 34,161 △41 2.2

　　　４年 32,721 72,087 38,066 34,021 △ 235 2.2

　　　５年 32,937 72,030 37,966 34,064 △ 57 2.2

　　　６年 33,352 72,214 38,020 34,194 184 2.2

 増加人口
人口

  注) 住民基本台帳人口。外国人登録人口を含めた数値である。資料：市民課

人口と世帯数の推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年１月１日現在）

世帯数

 総数 男 女

 一世帯
当り人員
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本年度 前年度 比　較 伸　率

26,545,000 24,800,000 1,745,000 7.0

5,064,900 5,272,000 △ 207,100 △ 3.9

1,300 1,300 0 0.0

4,313,500 3,963,400 350,100 8.8

1,172,500 1,032,000 140,500 13.6

10,552,200 10,268,700 283,500 2.8

2,724,000 2,468,000 256,000 10.4

収 益 的 支 出 1,360,000 1,370,000 △ 10,000 △ 0.7

資 本 的 支 出 1,364,000 1,098,000 266,000 24.2

3,025,400 3,191,500 △ 166,100 △ 5.2

収 益 的 支 出 1,311,300 1,289,000 22,300 1.7

資 本 的 支 出 1,714,100 1,902,500 △ 188,400 △ 9.9

5,749,400 5,659,500 89,900 1.6

42,846,600 40,728,200 2,118,400 5.2

企
　
業
　
会
　
計

水 道 事 業

下 水 道 事 業

小 計

合     計

会 計 別 予 算 総 括 表

（単位：千円、％）（△は減）

会　計　名

一 般 会 計

特
　
別
　
会
　
計

国 民 健 康 保 険

土 地 取 得

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

小 計
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予算額 構成比 予算額 構成比

1 議会費 249,062 0.9 250,127 1.0 △ 1,065 △ 0.4

2 総務費 2,623,487 9.9 2,120,897 8.6 502,590 23.7

3 民生費 11,086,241 41.8 9,895,953 39.9 1,190,288 12.0

4 衛生費 2,434,597 9.2 2,302,516 9.3 132,081 5.7

5 労働費 7,221 0.0 7,221 0.0 0 0.0

6 農林水産業費 130,328 0.5 136,428 0.5 △ 6,100 △ 4.5

7 商工費 310,542 1.2 316,026 1.3 △ 5,484 △ 1.7

8 土木費 4,029,272 15.2 3,759,967 15.2 269,305 7.2

9 消防費 933,165 3.5 782,200 3.2 150,965 19.3

10 教育費 2,958,953 11.1 3,406,242 13.7 △ 447,289 △ 13.1

11 災害復旧費 9,003 0.0 9,003 0.0 0 0.0

12 公債費 1,743,128 6.6 1,783,419 7.2 △ 40,291 △ 2.3

13 諸支出金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

14 予備費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0

26,545,000 100.0 24,800,000 100.0 1,745,000 7.0歳出合計

一般会計予算款別一覧表（歳出）

（単位：千円、％）（△は減）

款
令和６年度 令和５年度

比較 伸率
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（単位：千円、％）（△は減）

決算額 構成比 伸　率 決算額 構成比 伸　率

4,347,757 17.7 △ 0.8 4,382,458 17.6 0.2

うち職員給 2,429,461 9.9 △ 0.7 2,445,720 9.8 0.7

5,679,585 23.1 △ 13.3 6,550,047 26.3 31.6

1,799,856 7.4 △ 8.6 1,969,796 8.0 19.3

うち元利償還金 1,799,856 7.4 △ 8.6 1,969,796 8.0 19.3

うち一時借入金利子 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

11,827,198 48.2 △ 8.3 12,902,301 51.9 17.3

2,092,562 8.5 7.7 1,943,046 7.8 △ 38.8

うち補助事業費 714,427 2.9 △ 0.3 716,565 2.9 △ 47.3

うち単独事業費 719,109 2.9 15.9 620,267 2.5 △ 34.0

うち県営事業負担金・受託事業費
　　同級他団体施行事業 659,026 2.7 8.7 606,214 2.4 △ 30.6

0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

2,092,562 8.5 7.7 1,943,046 7.8 △ 38.8

4,339,863 17.7 6.3 4,081,772 16.4 10.3

240,918 1.0 21.7 197,921 0.8 △ 0.3

3,204,255 13.0 16.4 2,753,047 11.1 △ 74.0

781,299 3.2 △ 12.2 889,513 3.6 315.1

426,470 1.7 △ 16.2 509,096 2.0 △ 2.0

1,649,871 6.7 4.2 1,583,759 6.4 3.0

10,642,676 43.3 6.3 10,015,108 40.3 △ 40.2

24,562,436 100.0 △ 1.2 24,860,455 100.0 △ 19.6

一般会計性質別決算額比較表（歳出）

区分　 令和4年度 令和3年度

　内訳

義
務
的
経
費

人件費

扶助費

公債費

小計

維持補修費

補助費等

積立金

投資・出資・貸付金

繰出金

小計

歳出合計

投
資
的
経
費

普通建設事業費

災害復旧事業費

小計

そ
の
他
の
経
費

物件費
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主要な財政指標(普通会計)

(単位：千円、％）

財政指標 令和4年度 令和3年度 令和2年度 説明

歳入総額 26,011,070 26,586,326 32,000,163

歳出総額 24,507,757 24,818,751 30,900,539

基準財政収入額 10,754,426 10,410,795 10,821,307

　普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体の財政力を合理
的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収
入を一定の方法によって算定するもので、次の算式により算出され
ます。

標準的な地方税収入×75/100＋地方譲与税等

基準財政需要額 11,275,250 10,967,361 10,873,181

　普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体が合理的かつ妥
当な水準における行政サービスを行い、又は施設を維持するための
財政需要を算定するもので、各行政項目ごとに、次の算式により算
出されます。

　　　　単位費用 × 　　　　測定単位 ×　　 補正係数
（測定単位1当たり費用） （人口・面積等） （寒冷補正等）
　

財政力指数
（単年度）

0.954 0.949 0.995

財政力指数
（３か年平均）

0.966 0.982 0.997

標準財政規模 14,426,507 14,617,065 13,985,007

　地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一
般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税及び臨時
財政対策債発行可能額を加算した額です。
　各種財政指標の算定に用いられます。

自主財源比率 61.5 56.0 47.9

自主財源比率＝自主財源／歳入総額×100

自主財源＝地方税＋分担金及び負担金＋使用料及び手数料＋財産収
入＋寄附金＋繰入金＋繰越金＋諸収入

　地方公共団体が自主的に収入し得る財源で、自主財源比率が高い
ほど、行政活動の自主性と安定性を確保することができるといえま
す。

経常収支比率
89.5

(89.5)
84.1

(87.5)
91.3

(91.9)

　地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件
費、扶助費、公債費等のように毎年度経常的に支出される経費（経
常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中
心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源収
入）、減収補塡債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合
です。

　経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見
るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいること
を表します。
（　）内は、減収補塡債特例分及び臨時財政対策債を経常一般財源
収入から除いた場合

財政力指数＝基準財政収入額／基準財政需要額

　地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政
需要額で除して得た数値です。通常は3か年平均が用いられます。

　財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいこ
とになり、財源に余裕があるといえます。
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主要な財政指標(普通会計)

(単位：千円、％）

財政指標 令和4年度 令和3年度 令和2年度 説明

実質収支 1,416,306 1,523,423 1,058,071

実質収支比率 9.8 10.4 7.6

公債費負担比率 9.8
 (9.8）

11.0
 (9.7）

9.8
 (9.8）

　地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する
指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対す
る割合です。

　公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高
く、財政構造の硬直化が進んでいることを表し、一般的には15％が
警戒ライン、20％が危険ラインとされています。
（　）内は、繰上償還を除いた場合

地方債現在高 15,626,187 16,618,957 17,209,583

住民基本台帳人口
１人当たりの
地方債現在高

（円）

216,940 230,540 237,958

実質赤字比率
−

(12.82)
−

(12.81)
−

(12.86)

　健全化判断比率の一つで地方公共団体の最も主要な会計である
「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の
標準財政規模に対する割合で表したものです。「－」は、実質赤字
額がないことを示します。
 （　）内は、本市における早期健全化基準

連結実質赤字
比率

−
(17.82)

−
(17.81)

−
(17.86)

　健全化判断比率の一つで水道や下水道など公営企業を含む「地方
公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、標準財政規模に
対する割合で表したものです。「－」は、連結実質赤字額がないこ
とを示します。
（　）内は、本市における早期健全化基準

実質公債費比率
（3か年平均）

1.5
（25.0）

1.9
（25.0）

2.3
（25.0）

　健全化判断比率の一つで地方公共団体の借入金（地方債）の返済
額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対す
る割合で表したものです。
（　）内は、本市における早期健全化基準

将来負担比率
−

（350.0）
−

（350.0）
−

（350.0）

　健全化判断比率の一つで地方公共団体の借入金（地方債）など現
在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に
対する割合で表したものです。「－」は、地方債をはじめとする将
来負担額を基金等の充当可能財源等が上回っていることを示しま
す。
（　）内は、本市における早期健全化基準

実質収支＝形式収支－翌年度に繰り越すべき財源（事業繰越－支払
繰越）

形式収支＝歳入決算額－歳出決算額

実質収支比率＝実質収支／標準財政規模×100

概ね5％程度が望ましいとされています。

　住民基本台帳人口1人当たりの地方債現在高は、各年度ごとに地方
債現在高を1月1日現在の住民基本台帳人口(令和5年1月1日は、
72,030人)で除して算出しています。
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令和4年度 令和3年度 増減率 令和4年度 令和3年度

6,363,308 6,113,226 6,055,599 1.0 96.1 96.0

現年分 5,299,946 5,231,767 5,211,915 0.4 98.7 98.9

滞繰分 239,768 60,716 65,926 △ 7.9 25.3 25.3

計 5,539,714 5,292,483 5,277,841 0.3 95.5 95.5

現年分 820,500 819,413 768,979 6.6 99.9 99.9

滞繰分 3,094 1,330 8,779 △ 84.9 43.0 68.6

計 823,594 820,743 777,758 5.5 99.7 99.5

5,027,762 4,981,197 4,716,926 5.6 99.1 99.1

現年分 4,985,700 4,962,396 4,688,932 5.8 99.5 99.6

滞繰分 41,199 17,938 27,112 △ 33.8 43.5 55.7

計 5,026,899 4,980,334 4,716,044 5.6 99.1 99.1

863 863 882 △ 2.2 100.0 100.0

176,473 166,192 156,710 6.1 94.2 93.8

9,133 9,133 4,943 84.8 100.0 100.0

現年分 157,698 155,121 149,838 3.5 98.4 98.3

滞繰分 9,642 1,938 1,929 0.5 20.1 20.0

計 167,340 157,059 151,767 3.5 93.9 93.7

465,854 465,854 438,246 6.3 100.0 100.0

0 0 0 － － －

現年分 1,089,780 1,084,794 1,032,175 5.1 99.5 99.5

滞繰分 10,491 4,573 7,159 △ 36.1 43.6 56.1

計 1,100,271 1,089,367 1,039,334 4.8 99.0 99.0

13,133,668 12,815,836 12,406,815 3.3 97.6 97.5

一般会計税目別市税決算額前年度比較表（歳入）
　　　　（単位：千円、％）（△は減）

区分
令和4年度
調定額

収入済額 収入率

市民税

個人

法人

固定資産税

固定資産税

国有資産等所在市町村
交付金及び納付金

軽自動車税

環境性能割

種別割

市たばこ税

特別土地保有税

都市計画税

合計
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１．構成

２．定数・任期

条例定数　20人

現議員の任期　 　令和4年8月26日～令和8年8月25日

３．党派・会派別議員数

党派
会派

　　　　　　　（　）はうち女性数

19(2)

3

篤心会 9(1) 9(1)

2

2

2(1)

2

2(1)

計

公　明　党

正　和　会 1

民友クラブ

2 2(1)

特別委員会

池鯉鮒クラブ

日本共産党
知立市議団

市議会だより編集
委員会

8人

　　　　現員数　19人

（令和6年4月1日現在）

日本共産党

2

各派代表者会議 5人

無所属公明党 計

総合計画
特別委員会

19人

建設水道委員会 6人

予算・決算委員会 19人

議会運営委員会 7人

議　　会

（令和6年4月1日現在）

企画文教委員会 6人

常任委員会 市民福祉委員会 7人

15(1)

3

1

市議会

知立駅周辺整備
特別委員会

10人

議会改革特別
委員会

9人
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４．年齢別議員数 
（令和６年４月１日現在） 

年 齢 31歳～40歳 41歳～50歳 51歳～60歳 61歳～70歳 71歳～ 平均年齢 

人 員 ０ ６ ３ ３ ７ ６２歳 

                        （最年少者４６歳  最年長者７８歳） 

 

 

 

５．当選回数別議員数 
 

回 数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 

人 員 ６ ５ ３ ２ ０ ２ １ ０ 

 

 

 

６．議会開催数 

 

区 分 

令和５年 令和４年 令和３年 

回数 
会期 

日数 

本会議 

日 数 
回数 

会期 

日数 

本会議 

日 数 
回数 

会期 

日数 

本会議 

日 数 

定例会 
回 

４ 

日 

９１ 

日 

２９ 

回 

４ 

日 

９０ 

日 

２４ 

回 

４ 

日 

９０ 

日 

２３ 

臨時会 ３ ３ ３ ５ ５ ５ ２ ２ ２ 
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７．付議事件の内訳及び審議結果

①　市長提出案件
(令和５年中）

②　議員提出案件
(令和５年中）

※令和５年の臨時会は、５月、８月、１１月に開催しました。

89

0

23

1 11

計 1

1

2

13

11

原案否決

原案可決 1 3 4

6

2

1

11

0

1

14

その他

3

1

条　例 1

意見書 4

決議案

1

６月

0

3

３月

89

原案否決

0

23

4報　告

17

議案の撤回

3 1

0

原案可決 30

計 30 17 13

21
諮　問

15

第179条
1

専決処分

同　意

7
（第96条）

議決案件 2 1 5

案件

継続審査

26
（第96条）

予　算
15 4 6 29

（第96条）
2

３月 ９月 １２月６月

条　例
10 6 55

継続審査

決　算
7

4 2

6

6

2

1

1

1

1

９月 １２月

2

定例会
区　分 臨時会 計

区　分
定例会

臨時会 計

1

2
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８．請願・陳情の処理状況 
                                 （令和５年中） 

区  分 付議案件 採択 不採択 その他 

 

請  願 １７ ２ １５ ０ 

陳  情 １７ ３ １４ ０ 

 

 

 

９．委員会等の開催状況 
                                 （令和５年中） 

委 員 会 名 委員会開催回数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

常
任
委
員
会 

企画文教委員会  ６ 

市民福祉委員会  ６ 

建設水道委員会  ４ 

予算・決算委員会  ８ 

予算・決算委員会企画文教分科会  ４ 

予算・決算委員会市民福祉分科会  ４ 

予算・決算委員会建設水道分科会  ４ 

議会運営委員会 １５ 

特
別
委
員
会 

知立駅周辺整備特別委員会  ３ 

議会改革特別委員会 １４ 

全員協議会  ４  

各派代表者会議 １１  

市議会だより編集委員会 １４ 

政策討論会  ０ 

議会報告会  ４  

   

注）委員会開催回数は、視察及び所管施設巡視を含む。 
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１０．議会運営 
 

 

 

   請  願 

告示日の前々日（土日祝日を含まず。）の午後５時までに提出さ

れたものについては、議会運営委員会に諮り、付託委員会を決定

し、委員会審査後委員長報告、同報告に対する質疑、討論、採決。

（郵送によるものは議長預りとする。） 

 

      

   陳  情 
議長預かり（議長以外の議員も閲覧可能）とし、定例会におい 

て議題としません。 

一 

般 

質 

問 

発言の通告 

 

発言時間 

 

質問方法 

 

質問順位 

告示日の翌日の正午まで 

 

４０分（答弁を含まず。） 

 

自席で行う一問一答方式 

 

通告の受付順に抽選して決定 

 代表質問  なし 

 定例会の一般的な流れ １日目 

                                               

 

 

 

２日目 ※３月・９月は２日間 

 

 

３日目・４日目・５日目 

 

 

 

委員会審査 

 

 

閉会日 

 

 

 

 

 

 

 ※３月・９月は提出議案説明会を開催 

 予算・決算の審査  予算・決算委員会で審査（平成２６年９月定例会より実施） 

   
 

開会 会議録署名議員の指名 会期決定 

議案等上程 提案説明 

一般質問 

議案質疑・答弁 委員会付託 

付託議案・請願・陳情の審査 議長へ審査報告書提出 

委員長報告 質疑・答弁 討論 

閉会 採決 
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１１．　議員報酬等の状況
【報酬】 （令和6年4月1日現在）

【期末手当】 （令和6年4月1日現在）

  （加算率　４５％）

１２．　議員研修旅費等 （令和6年度）

○ 常任委員会視察旅費１人年額

１３．　政務活動費 （令和6年度）

○ 議員１人月額

１４．　議会事務局 （令和6年4月1日現在）

定数　７人 現員数　７人

【庶務係】

【議事係】

常任委員会の
委員長 417,000 令和6．4．1

　主査（１）

平成24．4．1

　主事（１）

平成24．4．1

平成24．4．1

議　長 497,000 令和6．4．1 496,000

議事課長兼
庶務係長
（１）

　主査（１）

令和6．4．1

課長補佐兼議事
係長（１）

計

（年額）

議　員

１５，０００円

　担当係長（１）

　  　　　 　　　　　　　(１８０，０００円)

教育長 701,000 令和6．4．1 699,000

772,000

会派及び会派に属さない
議員に対して交付

局長
（１）

区分 現行額 適用年月日 改正前額

774,000

405,000

市　長

406,000 令和6．4．1

適用年月日

426,000 平成24．4．1

平成24．4．1

１００分の１７０

副議長 427,000

934,000 令和6．4．1

副市長

平成24．4．1

１００分の３４０

６月 １２月

１００分の１７０

７０，０００円

令和6．4．1

931,000
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１５．知立市議会 議会改革のあゆみ 

 
平成 21年 12月 一般質問に一問一答方式を導入 

 

平成 22年 12月 議会改革特別委員会を設置 
 

平成 23年 3 月 市議会のインターネット動画配信開始(ＰＣ版、一般質問録画映像) 
 

平成 23年 6 月 知立市議会出前講座開催 
 

平成 23年 9 月 請願・陳情者の意見陳述導入。議案に対する各議員の表決を議会 

        だより及びホームページで公開 

平成 23年 11月  議会に関する市民アンケートの実施（１回目） 
 

平成 23年 12月 反問権の導入 
 

平成 24年 2 月 第１回議会報告会を開催 
 

 平成 24年 3 月 知立市議会議員政治倫理条例制定、同年 4月施行 
 

平成 24年 12月 自由討議の導入 
 

 平成 25年 3 月 議会基本条例制定、同年 4月施行 

 

 
 

 
 

 

平成 25年 3 月 議決事件の拡大(当初 15の計画を議決事件に) 
 

 平成 25年 6 月 議員定数削減(平成 26年 8月の選挙から 23人を 20人に削減) 
 

 平成 26年 4 月  第 1回政策討論会開催 
 

 平成 26年 8 月  予算・決算委員会を常任委員会として設置 
 

  平成 26年 12月 会議録検索システムの導入 
 

 平成 27年 9 月 西三河で初の電子表決システム導入 
 

平成 28年 2 月  知立市議会における災害発生時対応要領及び知立市議会における 

        災害発生時の行動マニュアルを策定 
 

平成 28年 6 月 「地方創生に関する政策提言書」を市長に提出 
 

平成 28年 11月 子ども向け市議会ガイドを作成 
 

 平成 29年 4 月 政務活動費の旅費を実費支給に変更、旅行雑費の廃止 

          政務活動費の手引き作成 

          議員への連絡方法をファックスからＥメールに変更 
 

 平成 29年 9 月 議会傍聴規則の改正(傍聴者の年齢制限を廃止) 
 

平成 30年 3 月 議会基本条例の改正(災害時の対応を追加）、同年 4月施行 

知立市議会基本条例制定までの流れ 

平成 23年 11 月 知立市議会に関する市民アンケート調査を実施 

平成 25年  1 月 議会基本条例シンポジウム開催 

平成 25年 1･2 月 議会基本条例に関するパブリックコメント実施 
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 平成 30年 6 月 災害発生時対応要領の改正(対策会議の構成） 

 平成 30年 8 月 議長主催初当選議員研修会(議会改革の要旨)開催 

 平成 30年 12月 議会の議決すべき事件を定める条例の改正(基本計画のみに) 

令和 元年 5 月 議会ＢＣＰ(業務継続計画)策定 

令和 元年 6 月 議会だよりをアプリ「マチイロ」で閲覧可能に 

 議員報酬等に関する条例の特例を定める条例制定 

令和 元年 8 月 市議会のインターネット動画配信開始(スマホ・タブレット版、 

一般質問録画映像) 

令和 元年 9 月 議会に関する市民アンケートの実施（２回目） 

令和 元年 12月 ｢質疑及び一般質問における補足資料の使用方法について｣制定 

令和  2年 2月 ｢知立市議会におけるタブレット端末及びスマートフォンの使用に係る

運用基準｣制定。一部会議においてタブレット等電子機器の使用許可 

令和 2年 3 月 請願・陳情の手引き（小学生向け）を作成 

令和 2年 6 月 知立市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例制定 令和 2年 7月 

1日から令和 3年 3月 31日まで、議員報酬を 7.5％減額 （期間につ 

いて、令和 3年 3月定例会において令和 3年 6月 30日まで、また令和 

3年 6月定例会において令和 3年 9月 30日までとそれぞれ延長。） 

令和 2年 7 月 知立市議会における災害発生時対応要領改正 オンラインでの対策会 

議開催が可能に 

令和 2年 9 月 知立市議会新型コロナウイルス感染症対応指針策定 

令和 2年 9 月 知立市議会委員会条例改正 オンラインでの委員会開催が可能に 

令和 2年 12月 一般質問において市長の反問権を認める 

令和  2年 12月 議会モニター設置要綱制定 

令和  3年 1 月 議会フロア無線ＬＡＮ環境整備 

令和  3年 2 月 情報通信端末機器タブレットの導入 

令和  3年 2 月 ペーパーレス会議システムの導入 

令和  3年 2 月 グループウェアシステムの導入 

令和  3年 2 月 第 34回議会報告会（議員研修）をオンラインで開催 

令和  3年 2 月 3月定例会よりタブレット端末を導入  

令和  3年 4 月 議会モニター制度開始 

令和  3年 5 月 第 35回議会報告会（市民との意見交換会）をオンラインで開催 

令和  3年 5 月 市議会ＤＸ推進プロジェクトチーム発足 

令和  3年 8 月 高校生議会開催 
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令和 3年 8 月 オンライン委員会運営要綱制定 

令和  3年 10月 質疑の録画映像をＹｏｕＴｕｂｅ配信開始 

令和  3年 11月 第 16回マニフェスト大賞 優秀躍進賞受賞 

令和 3年 12月 傍聴者への資料をスクリーンに映し出し閲覧できるように 

令和 3年 12月 議事堂の空きスペースの活用事業として、議会図書室を高校生の自主 

勉強スペースとして提供。学校の長期休業期間中に実施 

令和  4年 8 月 常任委員会から市長へ政策提言提出 

令和  4年 9 月 常任委員会を初めてオンラインで開催 

令和 5年 1 月 委員会座談会開催 

令和  5年 8 月 インターネット中継の実施に関する要綱制定 
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